
3.2 3.2 独立行政法人の事例：理化学研究所独立行政法人の事例：理化学研究所

研究情報データベース研究情報データベース

–– 統括的な研究情報把握が目的統括的な研究情報把握が目的

2929

研究者が連携先を見つける研究者が連携先を見つける

経営層が経営情報を把握する経営層が経営情報を把握する

–– 研究室単位研究室単位の情報の情報

個人単位は運用コストが高い割に効果が小さい個人単位は運用コストが高い割に効果が小さい

–– システムはシステムは内製内製

設計からコーディングまで職員設計からコーディングまで職員22名で実施名で実施

–– イントラネットのみで閲覧可能イントラネットのみで閲覧可能

 あとは、独立行政法人の例として、理化学研究所です。これは、ちょっと毛色が変わっ

たものなので紹介したいと思

いますが、評価に関する直接

のデータベースではなくて、

研究所内の情報というのを統

括的に把握しようということ

で、例えば、研究者が自身の

組織内で連携先を見つける、

あるいは、経営層が組織内で

どんなことを行っているのか

見る、あるいは、外から広報

に問い合わせがあったときに、それがどれなのか調べるといったものを使うということを

考えています。 

 特徴としては、個人単位ではなくて、研究室単位のデータベースになっているというこ

とで、拝見すると、いわゆる研究室紹介のような形で、必要な情報が整理されているとい

うものです。 

 あと、もう一つは、システムは全部担当の2人が、コーディングも含めてつくってしまっ

たということで、かなり特殊な例なのかなということと、イントラネットのみで公開、つ

まり内部で共有するためだけのシステムとしてつくられているという例でございます。 

3030

3.3 3.3 民間企業の事例民間企業の事例

製薬製薬AA社社

–– 研究開発テーマの社内管理（計画、進捗状況、評価）を行研究開発テーマの社内管理（計画、進捗状況、評価）を行
ううDBDB

–– 年に年に11回の定期的な更新回の定期的な更新

–– 市販の市販のExcelExcelベースのソフトウェアベースのソフトウェア

対象のテーマが年に数対象のテーマが年に数1010件から多くて件から多くて100100件程度件程度

電気機械電気機械BB社社

–– 研究開発テーマ（約研究開発テーマ（約15001500件／年）の件／年）のDBDB
–– 社内で独自に構築社内で独自に構築・・運用運用

–– 構築目的は情報共有構築目的は情報共有

研究開発のポートフォリオの把握が可能となっている。研究開発のポートフォリオの把握が可能となっている。

 民間企業は企業ごとに違うと思いますが、基本的には、先ほど申し上げましたように、

テーマ管理をしていて、ポー

トフォリオ管理でありますと

か、研究者同士の重複のぐあ

いを見たりするということで

す。ここの文書には示してな

いですが、民間企業がつくっ

ているデータベースの場合、

必ずしも情報量が充実してい

るわけではなくて、1件につい

てA4、1枚程度の情報とか限定
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されていたりします。評価自体、データベースの内容だけで決めていなくて、責任者が判

断するというような仕組みをとっているところも、理由としてはあるのだと思います。 

 民間企業でさえ、データベース、全社的なものをつくろうとすると、項目の内部調整と

いう、どの項目を入れて、どの項目を入れない、というところは大変であるということを

おっしゃっていました。 

3.4 3.4 結論結論

研究開発課題・テーマ研究開発課題・テーマ

–– 大学では外部資金・独自ファンドのみ対象大学では外部資金・独自ファンドのみ対象

–– 民間・独法では民間・独法ではDBDB化して管理化して管理

研究者個人研究者個人

–– 大学で大学でDBDB化が進んでいる化が進んでいる

組織組織

–– 大学、独法は外部評価対応大学、独法は外部評価対応

DBDBの導入・構築の導入・構築

–– システムは多様、学内の仕様決定が負荷が高いシステムは多様、学内の仕様決定が負荷が高い

DBDBの運用・活用の運用・活用

–– 総合大学では評価も運用もある程度部局単位総合大学では評価も運用もある程度部局単位

DBDBの工夫・効果・課題の工夫・効果・課題

–– 一括登録、インポート一括登録、インポート//エクスポート、入力率で予算を傾斜配分エクスポート、入力率で予算を傾斜配分

–– 外部への情報公開・内部への情報共有外部への情報公開・内部への情報共有

3131

 ヒアリングの結論を申し上げますと、研究開発課題・テーマのデータベースということ

でいうと、大学では基本的に

はあまり行っていなくて、外

部資金を取ったとか、あるい

は学内の特別ファンドで研究

しているという場合のみ管理

をしているという場合が聞か

れました。民間・独立行政法

人というのは、より組織とし

てテーマを決めて管理してい

るという色彩は強まっている

ということです。 

 研究者個人については、再三申し上げますように、大学が進んでいるということと、組

織については、国立大学と独立行政法人が外部評価対応で進んでいるということです。 

 データベースの導入・構築というところで見ると、システムというのは多様ですが、学

内でどの項目を入れるのかを決めるのは非常に大変だったということをどの方もおっしゃ

っています。運用・活用については、総合大学では部局単位で行っているということと、

データベースの工夫・効果・課題というところでは、入力の負荷を減らすために、必要な

データというのは本部で一括登録してみたりですとか、あるいは、入力率で予算を傾斜配

分している例でありますとか、インセンティブを高めるために外部の情報公開に使ったり

など、そういう例がありました。 

 

４．海外の先進事例 

 海外についても、簡単に幾つか例を紹介します。 

 海外については、フィンランドとロンドン大学の例を挙げています。フィンランドの場
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合は、20ぐらいしか大学はな

いですが、その中でデータベ

ースをつくっていて、定量情

報を集めています。外部にも

公開されたKOTA Onlineとい

うものと、関係者のみのKOTA 

Extranetというものがあると

いうものです。 

4. 4. 海外の先進事例海外の先進事例

教育省（フィンランド）教育省（フィンランド）
–– KOTA OnlineKOTA Online

3333

大学のパフォーマンスを示す定量的なデータを収集大学のパフォーマンスを示す定量的なデータを収集

–– KOTAKOTA ExtranetExtranet
大学と教育省との間の予算に関する交渉を行うツール大学と教育省との間の予算に関する交渉を行うツール
一般非公開一般非公開

ロンドン大学キングスカレッジ（英国）ロンドン大学キングスカレッジ（英国）
–– ResearchResearch GatewayGateway

ウェブベースの研究成果管理システムウェブベースの研究成果管理システム
英国の研究評価英国の研究評価RAERAEに対応するデータ収集に対応するデータ収集

それ以外にも内部評価、学生や研究者の学問的関心分野の分それ以外にも内部評価、学生や研究者の学問的関心分野の分
析、予算面のニーズ分析にも利用析、予算面のニーズ分析にも利用
人事管理システム、学生情報管理システム、グラント管理システ人事管理システム、学生情報管理システム、グラント管理システ
ム、財政管理システムとリンクム、財政管理システムとリンク ロンドン大学キングスカレ

ッジの場合、英国特有のRAE

と言われる研究評価システムがありますので、それに対応する仕組みになっているという

ことです。ここの部分、下の2つの点が重要かと思いますが、データベースをつくるという

ことが、評価対応だけではなくて、さまざまな分析にも使われているということと、あと、

ほかのデータベースとの連携というのも進んできているというところが先進事例と言える

のではないかと思います。 

 

５．提言 

3535

5. 5. 提言提言::研究開発評価に関連した研究開発評価に関連したDBDB
活用目的活用目的

–– 研究開発評価の実施研究開発評価の実施

–– 研究開発の進捗管理研究開発の進捗管理

–– 組織内部での研究開発活動に関する情報共有組織内部での研究開発活動に関する情報共有

–– 研究開発活動の一般社会への情報公開研究開発活動の一般社会への情報公開

–– 研究開発戦略立案のための研究開発活動の分析研究開発戦略立案のための研究開発活動の分析

種類種類

–– 教員・研究者単位の教員・研究者単位のDBDB
–– 研究開発課題・テーマ単位の研究開発課題・テーマ単位のDBDB
–– 組織単位の組織単位のDBDB

 最後、提言として簡単に触

れますが、まず、研究開発デ

ータベースは何のためかとい

うことです。活用の目的とい

うのは、研究開発評価をする

ために使うというのが、まず1

点あります。進捗管理に使う

というのもあれば、情報共有

に使う、あるいは一般社会の

情報公開に使う、あるいは研

究開発活動を分析して、今後の施策につなげるというねらいがあります。 

 データベースの種類については、先ほどのように3種類がありますが、まず、データベー

ス構築の必要性という意味では、研究を主要な役割として位置づける大学の場合は、特に
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5. 5. 提言提言1:1:DBDBの必要性の必要性

大学における大学におけるDBDBの必要性の必要性

–– 研究を主要な役割として位置づける大学に必要研究を主要な役割として位置づける大学に必要

3636

–– 研究者個人単位の研究が主体→研究者個人単位の研究が主体→個人個人DBDB
独立行政法人における独立行政法人におけるDBDBの必要性の必要性

–– 中期計画に従って組織として研究→中期計画に従って組織として研究→課題課題DBDB
–– 研究者の業績評価→研究者の業績評価→個人個人DBDB
民間企業における民間企業におけるDBDBの必要性の必要性

–– 組織としてテーマを実施→組織としてテーマを実施→課題（テーマ）課題（テーマ）DBDB

データベースというのは必要

だろうと考えています。現状

では、個人中心のデータベー

スになっています。大学とい

うのは、研究者個人が研究し

ていくことが主体であるとい

うことなので、当然、個人デ

ータベースが優勢になります。

ただ、今後、大きな外部資金

とか、あるいは学内ファンド

というものを使っていく中でどうしていくか、課題のデータベース等に広がるかどうかと

いうのは、1つ、検討課題としたいと思います。 

 独立行政法人については、基本的には組織として研究していきますので、課題データベ

ースが必要になって、研究者業績評価をするので個人データベースも必要になるというこ

とだと思います。 

3737

5. 5. 提言提言2:DB2:DBの構築の構築

必要な必要なDBDBについての意識統一についての意識統一

–– 何のために導入するのか、どの目的の優先度が高いのかを何のために導入するのか、どの目的の優先度が高いのかを
決めないと迷走決めないと迷走

–– トップのリーダーシップ＋評価部門のトップのリーダーシップ＋評価部門の調整努力調整努力

件数・利用者数・セキュリティに応じた件数・利用者数・セキュリティに応じたDBDBの仕組みの選択の仕組みの選択

–– 必ずしも独自開発する必要はない必ずしも独自開発する必要はない

 データベースの構築についてですが、意識統一が重要だということはヒアリングで再三

言われていまして、言葉はよくないですが、何のために導入するかということをしっかり

しておかないと、あれも必要だ、これも必要だということになって迷走してしまうという

ことをおっしゃっていました。

これには、当然、トップのリ

ーダーシップも必要だし、評

価部門の調整努力というのも

必要になるということです。 

DBDB構築の体制整備構築の体制整備

–– 評価担当をメインに情報システム担当を加える評価担当をメインに情報システム担当を加える

他の他のDBDBとの連携との連携

–– 人事人事DBDB
–– 外部公開外部公開DBDB、、ReaDReaD

 データベースの仕組みにつ

いては、必ずしも独自開発す

る必要はなく、ケース・バイ・

ケースです。構築の体制は、

評価担当というのはメーンに

なるということと、情報システム担当というものが加わることによって技術的なサポート

をするということ、両方が必要となります。ただ、両方メーンというと、今度は二頭体制
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になってしまう問題があるので、どちらをメーンにするかということは明確にする必要が

あります。 

5. 5. 提言提言3:3:DBDBの運用・活用の運用・活用

3939

5. 5. 提言提言4:4:我が国全体としての我が国全体としてのDBDB整備整備

DBDBシステム共有の可能性システム共有の可能性

–– 個別に整備するのではなく共有できないか個別に整備するのではなく共有できないか

共有共有DBDBの可能性の可能性

–– 米国米国IPEDSIPEDS
–– 大学評価・学位授与機構大学評価・学位授与機構 大学情報データベース大学情報データベース

3838

入力・更新を継続させ、正確な情報を収集する入力・更新を継続させ、正確な情報を収集する
ための工夫ための工夫

–– 評価への活用評価への活用＋＋外部公開への活用外部公開への活用

運用の体制と業務の負荷軽減を行う工夫運用の体制と業務の負荷軽減を行う工夫

–– 部局との連携、自動パスワード再発行など部局との連携、自動パスワード再発行など

運用時におけるシステム見直しに関する工夫運用時におけるシステム見直しに関する工夫

–– 開発者とのつながり、予算の確保開発者とのつながり、予算の確保

DBDB情報の他用途活用に関する注意点情報の他用途活用に関する注意点

–– 個人情報、個人の評価情報個人情報、個人の評価情報

 運用・活用の部分では、デ

ータベースをつくっても、最

初はいいのですが、なかなか

入力・更新されないとか、正

確な情報が入らないという問

題があります。これについて

は、インタビューで聞いたと

ころ、2つに集約できると思い

ます。1つは、データベースに

入れた結果を評価に使います

ということと、外部公開の資料に使いますという、この2点を行った途端に入力率が上がっ

たことをおっしゃっていたことがあります。 

 あと、パスワードの自動発行とか細かい工夫というのも必要になりますし、システムの

見直しというのは必ず出てきてしまうので、最近の調達では難しいですが、できれば開発

と運用というのは同じ業者がやることが望ましいですとか、あるいは、改修のための予算

を確保する必要があるということです。 

 データベース情報の他用途活用は難しくて、個人情報と言えるのか言えないのか、個人

情報という言葉の定義に当てはまるかわからないですが、どういう目的で集めたのでどう

いう目的に使うという一連の

流れがあるので、一たんデー

タベースをつくると何でも使

えるのかというと、少しここ

は微妙な問題が生じますので、

どういう目的に使うのかとい

うところはきちんと整理して

つくり始めないといけないと

いうことです。最後、中期的

な課題ですが、データベース
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システム、独自構築の場合でも、各大学がそれぞれつくっているのですが、システムとい

うのはほんとうに個別につくる必要があるのかということで、システム自体というのは、

みんな、ある程度共通なので、共有できたらいいのではないかとか、さらには、システム

だけではなくて、データの中身についても、全部というのは無理かもしれませんが、共通

のものはデータベースにすればいいのではないかということも今後考えられると思います。

大学の序列化につながるとか、いろいろな議論はあるのかもしれませんが、各大学でデー

タベースをつくってみて、みんなでそれぞれ行うのは大変ではないかという意見が出てき

てもおかしくないと思います。 

 以上です。 

 

≪ 質 疑 応 答 ≫ 

 

【小賀坂（科学技術振興機構）】  科学技術振興機構の小賀坂と申します。 

 35ページ目のスライドでご説明いただきました提言についてですが、活用目的のところ

の5つの項目のうち、研究開発評価の実施、研究開発の進捗管理、飛びまして、戦略立案の

ための研究開発活動の分析というのは、大学においては、具体的にはどのようなアクショ

ンを想定されているのでしょうか、お考えをお聞かせいただけますでしょうか。 

【高谷】  大学においては、いわゆるIR(Institutional Research)といいますか、そう

いうものだと思いますが、民間企業でいう研究企画といいますか、今後、大学として、ど

こを重点的なテーマにしていくのか。例えば、研究開発評価をすることによって、どこの

分野が大学の中で論文が伸びているのか、研究活動が活発になっているのか、そういうこ

とが明らかになれば、大学の中でどの分野を今後重点的に伸ばしていくかという重点化な

どそういったものに役立てることができるのではないかと思います。 

【細野（東京工業大学）】  東京工業大学の細野と申します。よろしくお願いします。 

 今のご質問に関連した質問です。大学としての研究戦略の一助になるのではないかとい

うお答えでしたが、実際、大学の現場では、大学の法人としての研究戦略はほとんど立て

られないような状況にあると思います。いわゆる大学のガバナンスは国研とか企業とは大

きく異なるので、こういったデータベースをつくって、どこの研究領域が強い、弱い等を

把握したところで、それを大学の運営にフィードバックがかけられないという問題がある

と思います。その点を、どのようにお考えでしょうか。 
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【高谷】  それについては、個々の大学さんからもいろいろな意見を聞いていて、大学

というのは、運営費交付金というのもありますが、かなり外部の資金に依存しているとこ

ろが多いので、大学を中心として、こっちをやる、あっちをやると、どのぐらいコントロ

ールができるのかというのは問題になるかと思います。 

 ただ、それが外部任せでいいのかというと、そんなこともないと思っていて、予算配分

というのも1つですが、例えば、ポストの配分でありますとか、少し細かい話になりますが、

研究をかなり注力している先生については講義や教育負担を下げるなど、そういった形で、

大学の中の、予算だけではなくて、広い意味での資源配分というのは、今後ある程度必要

になってくるとは考えています。そういうことぐらいはできるのではないかと考えていま

す。 
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国際的視点の導入 

 

松下 裕秀 

（名古屋大学副総長） 

 

 本日は、国際的な視点への対応を名古屋大学がどうしているかを、大学の概要を説明し

ながら、最近の留学生プログラム等の動きなどを簡単に紹介した後に、国際評価、あるい

は諮問、自主的に行った独自の取り組みですが、インターナショナルアドバイザリーボー

ドについて実例を紹介させていただきます。 

 

１．大学の概要 

 国際化の視点に入る前に、

お配りしてある資料にありま

すが、本学の概要、立ち位置

をまず最初に簡単にご紹介い

たします。 

明治14年（1881年） 愛知医学校

昭和６年(1931年） 名古屋医科大学

昭和14年(1939年）名古屋帝国大学

昭和22年(1947年） 名古屋大学

明治41年(1908年） 第八高等学校

大正9年(1920年） 名古屋高等商業学校

昭和20年(1945年） 岡崎高等師範学校

学部：９ 研究科：１３ 附置研究所：３ 全国共同利用施設：２

教員数 １，７５１名 事務・技術職員数 １，４５３名

学部学生 ９，６４０名 大学院生 ６，０４９名

土地面積 約３２５万㎡留学生数 約 １３００名

建物面積 約７５万㎡ 建物蔵書数 約３００万冊

名古屋大学 昭和24年 【新制】

名古屋大学 平成16年 【国立大学法人】

明治4年（1871年） 仮病院 仮医学校

寛永4年(1627年） 尾張藩 聖堂

■ 沿革 ■

■ 規模の概要 ■

創立70周年（創基138周年）

大正９年(1920年） 愛知医科大学

 総合大学でありますが、そ

の中では比較的新しく、もと

は百数十年前の医学校からス

タートしているもので、70年

前に総合大学になりました。

こちら側に書いてあります旧の高等学校も含めた形で70年前につくられた総合大学です。

つい先月、70周年記念という事業をしたところであります。大きな大学の中では比較的新

しい位置づけです。 

 下に学内のデータがありますが、9学部、13研究科から成り立っています。研究科の数の

ほうが多いわけです。学部生1万人弱、大学院生6,000人という、規模の中で、留学生が合

わせて1,300人、8％ほどという数の留学生が今いるわけです。留学生に関してはそういう

データであります。 

 名古屋大学が掲げている学術憲章ですが、自由闊達な学風というのがトップにありまし

て、研究・教育の目標、社会的貢献の目標、こういう2つの目標に国際的な視点を入れてお
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自由闊達な学風の下，人間と社会と自然に関する研究と教育を通じて，人々
の幸福に貢献する。
高度な研究と教育を実践し，基幹的総合大学としての責務を持続的に果たす。

◆ 真理を探究し， を産み出す

◆ 論理的思考力と想像力に富んだ， を育てる

世界屈指の知的成果

勇気ある知識人

◆ 人間性に立脚した研究体制を整備・充実する
◆ 高度で革新的な教育活動を推進する

◆ を形成する学術文化の国際的拠点

◆ 人類の福祉，文化の発展， する
◆ 学術研究活動を通じて地域の発展に貢献する

◆ を進める

世界の産業に貢献

国際的な学術連携，留学生教育

◆ 自律性と自発性に基づく探究を支援し，学問研究の自由を保障する
◆ 構成員が，それぞれの立場から参画する
◆ 主体的な点検と評価を進め，開かれた大学を目指す

研究と教育の目標

研究教育体制の方針

社会的貢献の目標

大学運営の方針

ります。世界屈指の研究成果

を目標にうたっていることは

もちろんですが、社会貢献の

ところに、国際的な学術連携、

留学生の教育ということをう

たっているところです。 

 それから、下のほうは教育

と研究の方針ですが、これは

学術文化の国際的な拠点にな

ることを誓っている、そうい

うことが国際化に関連した自分たちの目標なり方針であります。 

 

２．（１）国際化への動き（国際拠点・国際交流） 

■ 国際拠点・国際交流 ■

● 海外拠点
・名古屋大学上海事務所（中国） 、ウズベキスタン事務所（ウズベキスタン）
・名古屋大学テクノロジー・パートナーシップ （米国ノースカロライナ州立大学）
・名古屋大学ビジネス訴訟研究所 (ドイツ フライブルク大学）
・日本法教育研究センター （ウズベキスタン，モンゴル，ベトナム，カンボジア）

● 国際学術コンソーシアム(AC21)
２００２年設立 協定校１９校

● 産学連携協定
・ノースカロライナ州立大学 （米）
・ノースカロライナ大学チャペルヒル校（米）
・ウォリック大学 （英）

● 外国大学等との学術交流協定締結状況
○ 大学間学術交流協定 ８１件
○ 部局間学術交流協定 １８９件

 国際拠点・国際交流という

視点から申し上げますと、海

外の拠点は、例えば、中国の

上海に事務所を置いているこ

とや、アジアに向けて、特に

ウズベキスタンに事業所を置

いていることが、この数年間

でできてきた目立つところで

すが、テクノロジーのパート

ナーシップというのをアメリ

カのノースカロライナに置くなど、いろいろな試みがございます。 

 これらを推進するときに、1つのチャンネルとして役に立っているのが国際学術コンソー

シアムというもので、7年前に設立されて、協定校19校の中で中心的な役割をしているとこ

ろです。 

 産学連携は上のところにも関連ありますけれども、アメリカのノースカロライナ州、イ

ギリスのウォリック大学と産学連携の協定を結んでいます。海外との学術交流の締結状況

は、調べてみると、交流協定が8件、部局間の学術交流協定は200件弱、こんなにあるとい
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うことが、調べて改めて驚いたところです。 

 

２．（２）国際化への動き（国際化） 

●既存の留学生教育・交換プログラム
・名古屋大学短期留学生交換プログラム（NUPACE)(留学生センター）
・日本法教育研究センター （法学研究科：ウズベキスタン，モンゴル，ベトナム，
カンボジア）
・ヤングリーダーズプログラム（YLP)(医学研究科：東南アジア、中央アジア、中
国、東欧 １年で修士号 卒業生約１０人/年）
・自動車コース夏期プログラム(工学研究科：２００８より夏期集中講座）
・日独共同大学院プログラム（理学研究科とドイツミュンスター大学

● 新しい試み
・
○学部
文系：国際社会科学コース
理系：自動車工学、物理系、化学系、生物系の４コー ス

○博士課程前・後期課程
文系：経済・ビジネス国際、比較言語文化 の２コース、
理系：物理数理系、化学系、生物系、医学系の４コース

・関連事項：外国人教員増加、業務の国際化
・目標：

国際コース（G３０の一環）

１０年で留学生数２倍

■ 国際化 ■

 国際化に関しましては、今

既に走っている留学生教育や

交換プログラムですが、一番

大きく留学生の教育に、基本

のところから寄与しているの

は、短期留学生交換プログラ

ム、名古屋ユニバーシティー

の、略語でNUPACEと称してい

る、この留学生プログラムが

国際貢献を実質的に果たして

いると言っていいと思います。リピーターといいますか、1年間、試し的に来て、一旦帰国

後、戻ってくる人が相当数いる実績を上げております。アジア及びヨーロッパに向けての

そういうプログラムです。 

 それから、法学を中心として、日本法の教育センターというのをアジアの各所に設けて

おります。 

 それから、医学部の教育としては、ヤングリーダーズプログラムという、1年間滞在し、

修士を取ってもらう、すべて英語で教育しているプログラムも走っています。 

 それから、特徴的なのは、この下にも関係ありますが、自動車工学の夏期集中プログラ

ムコースがありまして、これは昨年度からスタートしているところです。 

 また、理学研究科の意欲的な取り組みとして、ドイツのミュンスターとの間に共同大学

院システムを設け、相互に行き来をしている、こういうことが目立ったところです。 

 最近の新しい試みといたしましては、グローバル30の一環として、国際コースの設置を

するということを、今、文部科学省、それから世の中に対して誓っており、文科系では国

際社会科学コース、理系では、今言いましたように、自動車工学に特徴があり、自動車工

学、物理、化学、生物、こういうコースを置いております。それから、大学院の前期、後

期課程では、文科系では経済・ビジネス国際コース、比較言語文化、この2コースと、理系

では、物理、化学、生物、医学と、こういうのを新しく、英語のみで卒業していける、修
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了できるコースを今用意しているところです。 

 これらに伴って、外国人教員数の増加、あるいは業務の国際化は必然的に進むわけで、

目標としましては、今から10年間で留学生数を今の2倍以上、先ほど申し上げました1,300

人から3,000人に近づける、そういうことが最近の国際化への急な動きであります。 

 

３．（１）インターナショナルアドバイザリーボードについて 

 さて、今まで、紹介的に1

番目の話題を申し上げました

が、2番目のインターナショナ

ルアドバイザリーボードの取

り組みをご紹介いたします。 

（設置）
第1条 名古屋大学（以下「本学」という。）の

諮問
機関として，本学に，名古屋大学インターナショナルアドバイザリーボー
ド（以下「アドバイザリーボード」という。）を置く。

（任務）
第2条 アドバイザリーボードは，総長の諮問に応じ，

，その結果を
総長に答申するものとする。

（組織）
第3条 アドバイザリーボードは，若干名の委員をもって組織する。
2 アドバイザリーボードの委員（以下「委員」という。）は，国内外の
学識経験者のうちから総長が委嘱する。

（任期）
第4条 前条の委員の任期は，3年とする。ただし，再任を妨げない。

名古屋大学インターナショナルアドバイザリーボード規程

学術研究・教育活動につ
いて，国際的水準に照らした評価等に基づく助言を行うため，総長の

本学の研究・教育
の体制及び成果並びにその発信状況等についての評価を行い このアドバイザリーボード

は、ここに規程が掲げており

ますが、学術研究・教育活動

について、国際的水準に照ら

した評価等に基づく助言を得

るために設置をしました。平成16年度末であったと思います。今ここにいらっしゃいます

前平野総長の強いリーダーシップで始まった、自主的な国際アドバイザリーを設けるとい

うことであります。 

 総長の諮問に応じて、本学の研究・教育の体制及び成果並びにその発信状況等について
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